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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～

2019. 6 第492号

題名／輝く林道の里（6号）　提供／大波 天久　中国書法研究院客員教授
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新入会員を募集中！！新入会員を募集中！！

正しい税知
識を身につ

けたい。

もっと積極
的な経営を

めざした
い。

社会のお役
にたちた

い。

そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくは事務局又は、ホームページで！ 郡山法人会



法 人 こ お り や ま 第492号      （2）令和元年6月1日

2019年度 国家公務員
「税務職員採用試験」（高校卒業程度）のお知らせ

税務署ニュース



東北税理士会郡山支部
税理士 熊田 耕治

税のミニ通信 ふるさと納税考
１．ふるさと納税とは
　ふるさと納税とは、「納税」という言葉が使われていますが、正しくは地方自治体へ

「寄付」することをいいます。
　ふるさと納税をすると、所得税と住民税が減税となり、更にその自治体から返礼品
が届けられます。納税者からすると、現在住んでいる自治体以外の故郷や特定の自治
体に対して、本人の自由意思で寄付が出来ますので、故郷への恩返しと地域振興の手
助けができるという点で、本来は素晴らしい制度といえます。

２．軽減される税額は
　所得税と住民税が軽減されますが、住民税については「基本分」と「特例分」が控除され、控除額は以下の
①②③の合計額となり、各々上限額が設けられています。

　上手に寄付すれば、寄付額から2千円を差し引いた金額がまるまる控除され、更に返礼品まで貰えるの
で、密かなブームにもなっているのです。

３．返礼品競争に抑制策が…
　返礼品競争が激化しているふるさと納税ですが、総務省は抑制策として「返礼品は寄付額の3割以内、地
場産品に限定」とする通知を自治体に出し、6月からは、これまで過度の返礼品で多額の寄付を集めてきた大
阪府泉佐野市など4市町が対象外、43市町村（福島県では中島村）は9月までの4ヶ月のみの「仮免許」となり
ました。
　総務省によると、昨年12月時点で52市町村が寄付額の3割を超す返礼品を提供し、ネットでは返礼品の
還元度が高い自治体の情報が飛び交っており、返礼率が全国トップレベルの「お得感」で多額の寄付額を集め
ていた福島県広野町では、通知に従い返礼品率を3割以下に下げた結果、寄付額が20分の1に激減してしま
いました。

４．ポータルサイト業者の手数料「10%超」実態明らかに
　さらに問題なのは、市町村の手元に残らない高額な「手数料」。東海地方の125市町村へのアンケートによ
ると、ポータルサイト利用自治体が9割弱もあり、さらに複数サイト利用は4割弱、ポータルサイト経由の寄
付が全体の93％（179億円）と、サイトの影響力は絶大ですが、このうち19億6千万円が手数料として支払
われており、その額は寄付金全体の1割強に上ります。
　全国のふるさと納税総額に当てはめれば、約370億円がサイト側に流れた計算となり、ふるさと納税制度
がサイト業者の商売の具に使われている現実を知れば、多少面倒でも、寄付は直接自治体に行い、出来るだ
け有効に自治体が収入できる方策を考える必要がありそうです。

５．返礼品は課税対象
　最後に、ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。一時所得は、50万円を特別控除し、超えた額の2
分の1課税となりますので、返礼品を寄付額の3割と仮定すると、167万円超の寄付をした方は確定申告で
要注意ですね。

① 所得税控除額
② 住民税控除額（基本分）
③ 住民税控除額（特例分）

(寄付額－2千円)×所得税率(A)
(寄付額－2千円)×10％
(寄付額－2千円)×(100％－10％－(A))

所得金額の40％
所得金額の30％
住民税額の20％

控除金額の種類 控　　除　　額 上　限　額
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発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会

　５月１５日に郡山ビューホテルアネックスで第１回例会を開催した。
郡山法人会の伊野勝彦会長、廣川寛塾頭よりご挨拶いただき、今年度の
経営塾がスタートした。
　初回は「ディベート」。 ①「消費税の税率を１０％に上げるべきか？」 
②「経営塾は継続実施すべきか？」の２つのテーマを設定し、賛成派・反
対派に分かれ議論を行い、白熱したやり取りが繰り広げられた。
　塾生からは、「論理だった思考の構築、自分の考えを道筋立てて話さ
なければならないので、勉強になった。」「客観的、多角的な視点や、情報
収集、処理能力が身についた。」との感想があった。
　次回テーマは７月９日に「労務管理について」。入塾ご希望の方は事務
局まで。

若手経営者向け勉強会「経営塾」 ３期目がスタートしました若手経営者向け勉強会「経営塾」 ３期目がスタートしました

　「煌く女性の輪 ―富山から未来へ―」をテーマにした、第１４回 全国
法人会女性フォーラム「富山大会」が、４月２５日㈭に富山市内の富山
産業展示館テクノホールで開催され、当部会より１4名が参加した。今回
は、富山大会に合わせて会員視察研修も開催した。
　第１部 記念講演は、「わが映画人生」と題し、俳優・映画監督の奥田
瑛二氏が講演をした。奥田氏は、俳優になるまでの貧しく苦しかった
経歴や、妻の安藤和津さんとの出会いから結婚に至るまでの裏話など
ユーモアを交え講演した。
　第２部 大会式典では、大会開催地である富山県法人会連合会女性
部会連絡協議会の綿谷雅代会長が全国各地より参加した約１,６００名の
女性経営者に、歓迎の言葉を述べた。続いて主催者の全法連小林会長、
全法連女性部会連絡協議会若松会長があいさつをした。
　２日目 雨。高志の国文学館の見学。新元号「令和」記念コーナーが設けられており各 「々令和」のパネルの前で記
念撮影。その後、富山県立美術館等を見学。
　３日目も残念ながら雨模様。新潟県三条市の箸の名店「マルナオ」、無形文化財鎚起銅器「玉川堂」を見学して
帰路についた。

全国女性フォーラム「富山大会」並びに会員視察研修開催全国女性フォーラム「富山大会」並びに会員視察研修開催

白熱した議論をする塾生

全国女性フォーラム「富山大会」


